


 
 

 

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

案

要

綱 
第

一 
改

正

の

内

容 

 

一 

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

送

信

の

方

式

が

標

準

衛

星

デ

ジ

タ

ル

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

又

は

広

帯

域

伝

送

デ

ジ

タ

ル

放

送

方

式

と

な

っ

て

い

る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

に

つ

い

て

の

技

術

的

条

件

を

定

め

、

送

信

の

方

式

が

周

波

数

変

調

高

精

細

度

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

又

は

振

幅

変

調

高

精

細

度

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

と

な

っ

て

い

る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

に

係

る

技

術

的

条

件

を

削

除

す

る

こ

と

。

（

第

十

八

条

第

三

項

、

第

二

十

三

条

、

第

二

十

六

条

の

八

か

ら

第

二

十

六

条

の

十

四

ま

で

、

第

二

十

六

条

の

十

八

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

二

十

六

条

の

二

十

一

第

二

項

及

び

第

三

項

、

別

図

第

四

か

ら

別

図

第

十

ま

で

、

別

図

第

十

六

並

び

に

別

図

第

十

九

関

係

） 

 

二 

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

施

設

に

お

い

て

、

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

に

使

用

す

る

光

の

波

長

に

つ

い

て

の

条

件

を

追

加

す

る

こ

と

。

（

第

二

十

二

条

第

二

項

関

係

） 

 

三 

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

送

信

の

方

式

が

標

準

衛

星

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

と

な

っ

て

い

 
 

 
 

 
 

 

（

ゴ

シ

ッ

ク

体

の

部

分

は

、

情

報

通

信

審

議

会

へ

の

必

要

的

諮

問

事

項

） 
別

紙

１ 



る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

の

保

安

装

置

の

出

力

端

子

又

は

受

信

用

光

電

送

装

置

の

入

出

力

端

子

に

お

け

る

性

能

規

定

に

関

す

る

技

術

的

条

件

を

追

加

す

る

こ

と

。

（

第

二

十

六

条

の

七

関

係

） 

 

四 

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

送

信

の

方

式

が

デ

ジ

タ

ル

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

と

な

っ

て

い

る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

の

搬

送

波

の

変

調

等

に

つ

い

て

の

技

術

的

条

件

を

追

加

す

る

こ

と

。

（

第

二

十

六

条

の

十

六

か

ら

第

二

十

六

条

の

十

八

ま

で

、

第

二

十

六

条

の

二

十

一

第

二

項

、

別

図

第

十

一

、

別

図

第

十

四

及

び

別

図

第

十

五

関

係

） 

 

五 

そ

の

他

規

定

の

整

備

を

す

る

こ

と

。 

第

二 

施

行

期

日

等 

 

一 

こ

の

省

令

は

、

平

成

十

九

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

。 

 

二 

所

要

の

経

過

措

置

を

設

け

る

こ

と

。 

 

三 

こ

の

省

令

の

施

行

に

伴

い

、

電

気

通

信

役

務

利

用

放

送

法

施

行

規

則

（

平

成

十

四

年

総

務

省

令

第

五

号

）

の

規

定

の

整

備

を

す

る

こ

と

。 



1

○
総
務
省
令
第

号

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
四
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

菅

義
偉

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

目
次
中
「
周
波
数
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
施
設
に
係
る

条
件
」
を
「
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
施
設
に
係
る
条
件
」
に
、
「
第
五
款

振
幅
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
施
設
に
係
る
条
件
（
第
二
十
六
条
の
十
一
―
第
二
十
六
条
の
十
四
）
」
を
「
第
五
款

削
除
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
「
及
び
第
二
十
六
条
の
八
の
表
の
五
の
項
か
ら

七
の
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
十
六
条
の
七
第
二
項
」
に
、
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
」
を
「
周
波
数
選
択
出
力
装
置
（
線
路
上
で
複
数
の
信
号
搬
送
波
か
ら
任
意
の
信
号

搬
送
波
を
選
択
す
る
装
置
で
あ
つ
て
、
選
択
し
た
信
号
搬
送
波
の
周
波
数
を
他
の
周
波
数
に
変
換
し
て
出
力
す
る
も
の

。

別

紙

２
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を
い
う
。
第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
の
表
の
六
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
施
設
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

時
再
送
信
を
行
う
た
め
の
当
該
放
送
を
受
信
す
る
設
備
の
信
号
搬
送
波
の
出
力
端
子
に
お
け
る
第
一
中
間
周
波
数
（
受

信
周
波
数
と
一
〇
・
六
七
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
局
部
発
振
周
波
数
と
の
差
の
周
波
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

、

悪
月
に
お
い
て
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
（
－
）
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

時
再
送
信
を
行
う
た
め
の
当
該
放
送
を
受
信
す
る
設
備
の
信
号
搬
送
波
の
出
力
端
子
に
お
け
る
第
一
中
間
周
波
数
に
お

い
て
、

悪
月
に
お
い
て
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
（
－
）
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
光
の
波
長
に
つ
い
て
、
複
数
の
波
長
の
光
を
多
重
し
て
伝
送
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
光
が
互
い
に
映
像
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
又
は
デ
ー
タ
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の

標
準
方
式
第
五
章
に
規
定
す
る
放
送
衛
星
局
に
係
る
も
の
に
準
拠
す
る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
て

お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

四

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第

六
章
第
三
節
に
規
定
す
る
放
送
衛
星
局
に
係
る
も
の
に
準
拠
す
る
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
て
お
り
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、
か
つ
、
一
、
五
七
八
・
五
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
で
あ
り
、
か

つ
、
受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る

。
）
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
中
「
一
、
〇
四
九
・
四
八
、
一
、
〇
八
七
・
八
四
、
一
、
一
二
六
・
二
〇
、
一
、
一
六
四
・
五
六

、
一
、
二
〇
二
・
九
二
、
一
、
二
四
一
・
二
八
、
一
、
二
七
九
・
六
四
及
び
一
、
三
一
八
・
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
」
を
「

一
、
一
二
六
・
二
〇
、
一
、
一
六
四
・
五
六
及
び
一
、
二
四
一
・
二
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
七
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇

三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
一
・
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
の
搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
端
子
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
に
は

、
前
項
の
表
の
四
の
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

保

安

装

置

又

は

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

出

力

端

子

区

別

条

件
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一

信

号

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

（

－

）

一

五

デ

シ

ベ

ル

以

下

に

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

信

号

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

ら

保

安

装

置

ま

で

、

又

は

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

出

力

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

信

号

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

七

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

二

信

号

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

保

安

装

置

又

は

（

－

）

二

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

出

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

信

号

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

七

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

二

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

入

力

端

子

区

別

条

件

一

総

務

大

臣

が

別

に

告

示

す

る

方

法

を

用

い

て

算

出

（

－

）

一

六

デ

シ

ベ

ル

以

下
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し

た

信

号

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

に

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

信

号

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

入

力

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

信

号

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

七

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

二

信

号

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

受

信

用

光

伝

送

（

－

）

二

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

装

置

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

信

号

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

七

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

第
二
章
第
二
節
第
四
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
款

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
施
設
に
係
る
条
件

（
入
力
信
号
の
条
件
）

第
二
十
六
条
の
八

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
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線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
の
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定

め
る
箇
所
と
す
る
。
第
二
十
六
条
の
十
四
の
二
及
び
第
二
十
六
条
の
十
八
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
入
力

信
号
の
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、

悪
月
に
お
い
て
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で

1

×

10

以
下
（
短

-8

縮
化
リ
ー
ド
ソ
ロ
モ
ン
（204,188

）
符
号
に
よ
る
誤
り
訂
正
前
と
す
る
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搬
送
波
の
周
波
数
）

第
二
十
六
条
の
九

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ

て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
の
受
信
者
端
子
に
お
け
る
周
波
数
は
、
次
の
周
波
数
の
う
ち
か
ら
選
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
周
波
数
は
、
当
該
周
波
数
の
搬
送
波
が
当
該
施
設
で
行
わ
れ
る

他
の
有
線
放
送
の
受
信
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
〇
四
九
・
四
八
、
一
、
〇
八
七
・
八
四
、
一
、
二
〇
二
・
九
二
、
一
、
二
七
九
・
六
四
及
び
一
、
三
一
八
・

〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

２

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
と
な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
五
七

八
・
五
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
搬
送
波
の
受
信
者
端
子
に
お
け
る
周
波
数
は
、
次
の
周
波
数
の
う
ち
か
ら
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
周
波
数
は
、
当
該
周
波
数
の
搬
送
波
が
当
該
施
設
で
行
わ
れ
る
他
の
有
線
放
送
の
受
信
に
障
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害
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
六
一
三
、
一
、
六
五
三
、
一
、
六
九
三
、
一
、
七
三
三
、
一
、
七
七
三
、
一
、
八
一
三
、
一
、
八
五
三
、
一

、
八
九
三
、
一
、
九
三
三
、
一
、
九
七
三
、
二
、
〇
一
三
及
び
二
、
〇
五
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
搬
送
波
等
の
条
件
）

第
二
十
六
条
の
十

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ

て
お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
送
信
の
方
式
が
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
と
な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
一

、
五
七
八
・
五
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
受
信
者
端
子

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区

別

条

件

一

搬

送

波

の

周

波

数

の

許

容

偏

差

（

±

）

一

・

五

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

以

内

二

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

（

変

調

に

お

い

て

用

い

ら

れ

る

次

に

掲

げ

る

式

に

よ

る

Ａ

の

値

以

上

Ｂ

の

値

低

周

波

数

の

周

期

に

比

較

し

て

じ

ゆ

う

ぶ

ん

長

い

以

下

時

間(

通

常

、

平

均

の

電

力

が

大

で

あ

る

約

十

分

の

Ａ

＝

47

＋

10log

―

10

一

秒

間)

に

わ

た

つ

て

平

均

さ

れ

た

レ

ベ

ル

を

い

う

。

Ｂ
＝

81

＋

10log

―

10

Ｚ75Ｚ75
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以

下

同

じ

。)
三

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

他

の

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

の

当

該

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

隣

々

接

の

搬

送

波

差

（

隣

接

す

る

搬

送

波

に

隣

接

す

る

搬

送

波

を

い

う

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

は

三

デ

シ

ベ

ル

以

内

四

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

に

お

㈠

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

八

相

位

相

変

調

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

ら

と

な

つ

て

い

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

係

る

電

磁

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

の

周

波

数

を

含

む

二

八

・

八

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

一

一

デ

シ

ベ

ル

以

下

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

㈡

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

四

相

位

相

変

調

の

レ

ベ

ル

と

の

差

（

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

を

減

数

と

し

と

な

つ

て

い

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

て

求

め

ら

れ

る

値

と

す

る

。

以

下

こ

の

表

の

次

の

項

係

る

電

磁

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

及

び

六

の

項

並

び

に

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

八

デ

シ

ベ

ル

以

下

五

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

妨

害

波

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

に

単

一

周

波

数

に

よ

る

妨

害

に

あ

つ

て

は

、

（

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

－

）

一

三

デ

シ

ベ

ル

以

下

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

八

・

八

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周
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波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

六

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

当

該

搬

送

波

の

反

射

（

ヘ

ッ

別

図

第

四

で

示

す

値

以

下

ド

エ

ン

ド

に

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

に

限

る

。

別

図

第

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

る

電

磁

波

の

レ

ベ

ル

と

の

差

七

そ

の

他

の

妨

害

波

及

び

ひ

ず

み

（

い

ず

れ

も

ヘ

ッ

映

像

、

音

声

そ

の

他

の

音

響

又

は

デ

ー

タ

に

ド

エ

ン

ド

に

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

入

力

端

子

障

害

を

与

え

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

。

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

に

限

る

。

）

２

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
お
り
、
か
つ

、
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
送
信
の
方
式
が
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
と
な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
一
、
五
七
八
・
五

七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬

送
波
及
び
そ
の
搬
送
波
に
係
る
電
磁
波
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
端
子
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
当
該
各
号
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の



10

表
の
四
の
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

保
安
装
置
又
は
受
信
用
光
伝
送
装
置
の
出
力
端
子

区

別

条

件

一

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

に

お

㈠

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

搬

送

波

の

変

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

ら

調

の

型

式

が

八

相

位

相

変

調

と

な

つ

て

い

保

安

装

置

ま

で

、

又

は

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

出

力

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

係

る

電

磁

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

一

四

デ

数

を

含

む

二

八

・

八

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

シ

ベ

ル

以

下

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

㈡

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

搬

送

波

の

変

ル

と

の

差

調

の

型

式

が

四

相

位

相

変

調

と

な

つ

て

い

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

係

る

電

磁

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

九

デ

シ

ベ

ル

以

下

二

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

保

安

装

置

又

は

受

信

（

－

）

二

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

用

光

伝

送

装

置

の

出

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む
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二

八

・

八

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

二

受
信
用
光
伝
送
装
置
の
入
力
端
子

区

別

条

件

一

総

務

大

臣

が

別

に

告

示

す

る

方

法

を

用

い

て

算

出

㈠

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

搬

送

波

の

変

し

た

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

に

調

の

型

式

が

八

相

位

相

変

調

と

な

つ

て

い

お

け

る

第

一

中

間

周

波

数

の

搬

送

波

の

入

力

端

子

か

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

係

る

電

磁

ら

受

信

用

光

伝

送

装

置

の

入

力

端

子

ま

で

の

も

の

で

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

一

五

デ

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

八

・

八

シ

ベ

ル

以

下

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

㈡

受

信

者

端

子

に

お

い

て

、

搬

送

波

の

変

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

調

の

型

式

が

四

相

位

相

変

調

と

な

つ

て

い

る

搬

送

波

及

び

そ

の

搬

送

波

に

係

る

電

磁

波

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

九

デ

シ

ベ

ル

以

下

二

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

受

信

用

光

伝

送

装

置

（

－

）

二

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

あ

つ
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て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

二

八

・

八

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

第
二
章
第
二
節
第
五
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
款

削
除

第
二
十
六
条
の
十
一
か
ら
第
二
十
六
条
の
十
四
ま
で

削
除

第
二
十
六
条
の
十
四
の
二
中
「
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
箇
所
と
す
る
。
第
二
十
六
条
の
十
八
の
二
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
十
六
第
一
項
中
「
六
十
四
値
」
を
「
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
」
に
、
「
ビ
ッ
ト
配
置

」
を
「
キ
ャ
リ
ア
変
調
マ
ッ
ピ
ン
グ
（
一
定
の
手
順
に
従
つ
て
二
値
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
シ
ン
ボ
ル
に
変
換
す
る
こ
と

を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
三
条
、
第
四
条
又
は
第
五
十

条
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
十
七
第
一
項
の
表
の
二
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド(

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

を

縦

続

接

続

し

て

（

±

）

三

デ

シ

ベ

ル

以

内

い

る

当

該

施

設

に

あ

つ

て

は

、

受

信

者

端

子

直

近

の

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

と

す

る

。

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

同
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じ

。)

の

変

調

波

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

総

合

周

波

数

特

性(

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

六

メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

お

い

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

と

等

し

い

周

波

数

の

電

磁

波

の

レ

ベ

ル

を

基

準

と

す

る

。)

三

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

（

変

調

に

お

い

て

用

い

ら

れ

る

㈠

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

六

四

値

直

交

振

低

周

波

数

の

周

期

に

比

較

し

て

じ

ゆ

う

ぶ

ん

長

い

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

次

に

掲

げ

る

時

間

（

通

常

、

平

均

の

電

力

が

大

で

あ

る

約

十

分

式

に

よ

る

Ａ

の

値

以

上

Ｂ

の

値

以

下

の

一

秒

間

）

に

わ

た

つ

て

平

均

さ

れ

た

レ

ベ

ル

を

い

Ａ

＝

49

＋

10log

―

10

う

。

以

下

同

じ

。

）

Ｂ

＝

81

＋

10log

―

10

㈡

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

二

五

六

値

直

交

振

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

次

に

掲

げ

る

式

に

よ

る

Ａ

の

値

以

上

Ｂ

の

値

以

下

Ａ

＝

57

＋

10log

―

10

Ｂ

＝

81

＋

10log

―

10

四

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

の

変

動(

交

流

電

源

に

起

因

す

る

一

分

間

に

お

い

て

、

三

デ

シ

ベ

ル

以

内

Ｚ Ｚ75 75Ｚ Ｚ75 75
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電

磁

波

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

以

下

同

じ

。)
五

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

隣

接

す

る

他

の

デ

ジ

タ

ル

有

一

〇

デ

シ

ベ

ル

以

内

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

方

式

と

な

つ

て

い

る

有

線

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

の

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

の

差

六

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

雑

音

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

の

変

㈠

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

六

四

値

直

交

振

調

波

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

で

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

二

六

あ

つ

て

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

五

・

三

メ

デ

シ

ベ

ル

以

下

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

の

範

囲

に

あ

る

す

べ

て

の

㈡

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

二

五

六

値

直

交

も

の

に

限

る

。

）

の

レ

ベ

ル

と

の

差

（

搬

送

波

の

レ

振

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

三

ベ

ル

を

減

数

と

し

て

求

め

ら

れ

る

値

と

す

る

。

以

下

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

こ

の

表

の

次

の

項

及

び

八

の

項

並

び

に

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

七

搬

送

波

の

レ

ベ

ル

と

妨

害

波

（

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド

の

㈠

三

次

相

互

変

調

に

よ

る

妨

害

波

の

場

合

に

変

調

波

の

入

力

端

子

か

ら

受

信

者

端

子

ま

で

の

も

の

あ

つ

て

は

、

別

図

第

十

四

で

示

す

値

以

下

に

限

る

。

別

図

第

十

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

レ

ベ

㈡

単

一

周

波

数

に

よ

る

妨

害

波

の

場

合

に

あ

ル

と

の

差

つ

て

は

、

当

該

搬

送

波

の

周

波

数

を

含

む

六
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メ

ガ

ヘ

ル

ツ

の

周

波

数

帯

幅

に

お

い

て

次

の

と

お

り

で

あ

る

こ

と

。

イ

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

六

四

値

直

交

振

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

二

六

デ

シ

ベ

ル

以

下

ロ

搬

送

波

の

変

調

の

型

式

が

二

五

六

値

直

交

振

幅

変

調

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

（

－

）

三

四

デ

シ

ベ

ル

以

下

第
二
十
六
条
の
十
七
第
二
項
中
「
使
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
の
下
に
「
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
六

四
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
の
表
及
び
第
二
号
の
表
中
「
中
心
と

す
る
」
を
「
含
む
」
に
、
「
等
価
雑
音
帯
域
」
を
「
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
」
に
、
「
周
波
数
帯
域
幅
」
を
「
周
波
数
帯

幅
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
中
「
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
の
下
に
「
（
搬
送
波
の
変
調
の

型
式
が
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式

が
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
映
像
信
号
搬
送
波
の
レ
ベ
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ル
と
の
差
は
、
映
像
信
号
搬
送
波
の
下
側
に
あ
つ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し
て
（
－
）
一
八
デ
シ
ベ
ル
以
上

（
－
）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
つ
て
は
映
像
信
号
搬
送
波
に
対
し
て
（
－
）
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
－

）
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
六
条
の
十
八
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
二
十
第
一
項
の
表
中
「
総
合
周
波
数
特
性(

」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、
「
中
心
と
す
る
」
を
「

含
む
」
に
、
「
帯
域
」
を
「
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
表
及
び
第
二
号
の
表
中
「
中
心

と
す
る
」
を
「
含
む
」
に
、
「
帯
域
に
」
を
「
周
波
数
帯
幅
の
範
囲
に
」
に
、
「
周
波
数
帯
域
幅
」
を
「
周
波
数
帯
幅

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
と
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
の
下
に
「
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
六
四
値
直
交
振
幅
変
調

と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

三

標
準
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
デ

ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
搬
送
波
の
変
調
の
型
式
が
二

五
六
値
直
交
振
幅
変
調
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と

の
差
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
の
下
側



17

に
あ
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
に

対
し
て
（
－
）
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
上
側
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
方
式
と
な
つ
て
い
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
搬
送
波
に
対
し
て
（
－
）
八
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
＋
）

一
九
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

別
記
第
１
の
様
式
１
注
２
中
「登

記
簿

の
謄

本

」
を
「登

記
事

項
証

明
書

」
に
改
め
る
。

別
記
第
１
の
様
式
４
注
１
の
記
載
例
の
表
中
「変

調
方

式

」
を
「変

調
型

式

」
に
改
め
る
。

別
記
第
１
の
様
式
５
の
表
注
９
中
「強

度
直

接
変

調
方

式

」
を
「光

強
度

直
接

変
調

方
式

」
に
、
「強

度
外

部
変

調

方
式

」
を
「光

強
度

外
部

変
調

方
式

」
に
、
「Ｆ

Ｍ
一

括
変

調
方

式

」
を
「Ｆ

Ｍ
一

括
変

換
方

式

」
に
改
め
る
。

別
記
第
６
の
２
の
様
式
の
表
注
４
中
「登

記
簿

の
謄

本

」
を
「登

記
事

項
証

明
書

」
に
改
め
る
。

別
表
中
「受

信
空

中
線

型

」
を
「受

信
空

中
線

系

」
に
、
「経

路

」
を
「線

路

」
に
改
め
る
。

別
図
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
第
四
（
第
二
十
六
条
の
十
第
一
項
の
表
の
六
の
項
参
照
）

別
図
第
五
か
ら
別
図
第
十
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図
第
五
か
ら
別
図
第
十
ま
で

削
除

別
図
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
第
十
一
（
第
二
十
六
条
の
十
六
第
一
項
参
照
）

(1
)

六
四

値
直

交
振

幅
変

調
の

場
合
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(2
)

二
五

六
値

直
交

振
幅

変
調

の
場

合
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別
図
第
十
二
中
「
第
二
十
六
条
の
十
六
第
三
項
第
四
号
の
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
六
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め

る
。別

図
第
十
三
中
「
第
二
十
六
条
の
十
七
の
表
の
一
の
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

別
図
第
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図
第
十
四
（
第
二
十
六
条
の
十
七
の
表
の
七
の
項
参
照
）

0

-10

-20

-30

-40

-50

-39

0
3

-3
3.3

-3.3
妨
害
波
の
周
波
数
か
ら
搬
送
波
の
周
波
数
を
減
じ
た
周
波
数
（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

搬送波のレベルと妨害波のレベル

との差（デシベル）

0

-10

-20

-30

-40

-50

-39

0
3

-3
3.3

-3.3
妨
害
波
の
周
波
数
か
ら
搬
送
波
の
周
波
数
を
減
じ
た
周
波
数
（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

搬送波のレベルと妨害波のレベル

との差（デシベル）

(
1
)

六
四

値
直

交
振

幅
変

調
の

場
合
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(
2
)

二
五

六
値

直
交

振
幅

変
調

の
場

合

0

-10

-20

-30

-40

-50
-45

0
3

-3
3.3

-3.3
妨
害
波
の
周
波
数
か
ら
搬
送
波
の
周
波
数
を
減
じ
た
周
波
数
（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

搬送波のレベルと妨害波のレベル

との差（デシベル）

0

-10

-20

-30

-40

-50
-45

0
3

-3
3.3

-3.3
妨
害
波
の
周
波
数
か
ら
搬
送
波
の
周
波
数
を
減
じ
た
周
波
数
（
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
）

搬送波のレベルと妨害波のレベル

との差（デシベル）
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別
図
第
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図
第
十
五
（
第
二
十
六
条
の
十
七
の
表
の
八
の
項
参
照
）

（

ル ベ シ デ

）

差 の と ル ベ レ の 波 磁 電

る よ に 射 反 の 波 送 搬 該 当 と ル ベ レ の 波 送 搬

-
3
0

-
2
0

-
1
0

0
.2
5

0
.5

0.7
1

0.4
1
.5

2
3

（
対
数
目
盛
）

-
3
0

-
2
0

-
1
0

0
.2
5

0
.5

0.7
1

0.4
1
.5

2
3

（
対
数
目
盛
）

(
1
)

六
四

値
直

交
振

幅
変

調
の

場
合

搬
送

波
に

対
す

る
当

該
搬

送
波

の
反

射
に

よ
る

電
磁

波
の

遅
延

時
間

（マ
イ

ク
ロ

秒

）
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-
4
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-
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-
2
0

-
1
0

0
.2
5

0
.5

0.7
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0.4
1
.5

2
3

（
対
数
目
盛
）

-
3
5

-
4
0

-
3
0

-
2
0

-
1
0

0
.2
5

0
.5

0.7
1

0.4
1
.5

2
3

（
対
数
目
盛
）

-
3
5

（

ル ベ シ デ

）

差 の と ル ベ レ の 波 磁 電

る よ に 射 反 の 波 送 搬 該 当 と ル ベ レ の 波 送 搬

搬
送

波
に

対
す

る
当

該
搬

送
波

の
反

射
に

よ
る

電
磁

波
の

遅
延

時
間

（マ
イ

ク
ロ

秒

）

(
2
)

二
五

六
値

直
交

振
幅

変
調

の
場

合
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別
図
第
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図
第
十
六

削
除

別
図
第
十
九
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
、
周
波
数
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
及
び
振
幅
変
調
高

精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
関
す
る
技
術
的
条
件
は
、
改
正
後
の
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
の
六
、
第
二
十
六
条
の
八
か
ら
第
二
十
六

条
の
十
四
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
十
八
及
び
第
二
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
周
波
数
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
に
係
る
条
件
」
を
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「
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
役
務
利
用
放

送
設
備
に
係
る
条
件
」
に
、
「
第
五
款

振
幅
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
役
務
利
用
放

送
設
備
に
係
る
条
件
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）
」
を
「
第
五
款

削
除
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
光
の
波
長
に
つ
い
て
、
複
数
の
波
長
の
光
を
多
重
し
て
伝
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
光
が
互
い
に
映
像
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
又
は
デ
ー
タ
に
障
害
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
周
波
数
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
を
「
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
に
、
「
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
又
は
一
、
〇
三
五
・
九
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三

一
・
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
」
を
「
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
振
幅
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
」
を
「
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送

方
式
」
に
、
「
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
」
を
「
一
、
五
七
八
・
五
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二

、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
有
線
役
務
利
用
放
送
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
有

線
役
務
利
用
放
送
で
あ
り
、
か
つ
、
受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
九
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
七
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の

周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
有
線
役
務
利
用
放
送
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
一
、
〇
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
帯
の
」
を
削
り
、
「
す
る
。
以
下
こ
の
表
の
五
の
項
及
び
六
の
項
」

の
下
に
「
並
び
に
次
項
」
を
加
え
る
。
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第
三
章
第
三
節
第
四
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
款

標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
又
は
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
に
よ

る
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
に
係
る
条
件

（
搬
送
波
等
の
条
件
）

第
二
十
三
条

受
信
者
端
子
に
お
い
て
、
送
信
の
方
式
が
標
準
衛
星
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
と
な
っ
て

お
り
、
か
つ
、
一
、
〇
三
五
・
〇
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
三
三
二
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
又
は
送
信
の
方
式
が
広
帯
域
伝
送
デ
ジ
タ
ル
放
送
方
式
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、

一
、
五
七
八
・
五
七
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
〇
六
七
・
四
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
有
線
役
務

利
用
放
送
設
備
に
つ
い
て
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
八
か
ら
第
二
十
六
条
の
十

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
あ
る
の
は
「
有
線
役
務
利

用
放
送
」
と
、
「
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
」
と
、
同
令
第
二
十
六
条
の
八
中
「
ヘ
ッ
ド

エ
ン
ド
」
と
あ
る
の
は
「
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
（
有
線
役
務
利
用
放
送
の
た
め
に
電
磁
波
を
増
幅
し
、
調
整
し
、
変
換

し
、
切
換
え
又
は
混
合
し
て
線
路
に
送
出
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
当
該
有
線
役
務
利
用
放
送
の
主
た
る
送
信
の
場

所
に
あ
る
も
の
及
び
こ
れ
に
付
加
す
る
装
置
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
、
録
画
再
生
装
置
、
文
字
画
面
制
作
装

置
、
図
形
画
面
制
作
装
置
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
及
び
録
音
再
生
装
置
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

」
と
、
同
令
第
二
十
六
条
の
九
中
「
受
信
者
端
子
」
と
あ
る
の
は
「
受
信
者
端
子
（
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
の
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端
子
で
あ
っ
て
、
有
線
役
務
利
用
放
送
の
受
信
設
備
に
接
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
二

十
六
条
の
十
第
一
項
の
表
二
の
項
下
欄
中
「Ａ

＝47

＋10
log

―
」
と
あ
る
の
は
「Ａ

＝47

＋10
log

―
（

10
10

Ｚ
は

出
力

端
子

の
定

格
出

力
イ

ン
ピ

ーダ
ン

ス

（単
位

オ

ーム

）と
す

る
以

下
同

じ

）
」
と
、
同
表
四
の

、
。

。

項
上
欄
中
「
第
一
中
間
周
波
数
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
中
間
周
波
数
（
受
信
周
波
数
と
一
〇
・
六
七
八
ギ
ガ
ヘ
ル

ツ
の
局
部
発
振
周
波
数
と
の
差
の
周
波
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
の
五
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
レ
ベ
ル
と
の
差
」
と
あ
る
の
は
「
レ
ベ
ル
と
の
差
（
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
を
減
数
と
し
て
求

め
ら
れ
る
値
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

削
除

第
三
章
第
三
節
第
五
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
款

削
除

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条

削
除

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
六
十
四
値
」
を
「
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
」
に
、
「
ビ
ッ
ト
配
置
」
を

Ｚ75

Ｚ75
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「
キ
ャ
リ
ア
変
調
マ
ッ
ピ
ン
グ
（
一
定
の
手
順
に
従
っ
て
二
値
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
シ
ン
ボ
ル
に
変
換
す
る
こ
と
を

い
う
。
）
」
に
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
三
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
三
条
、
第
四
条
又
は
第
五
十
条
、

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「以

下
同

じ

）
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
」
と
あ
る

。

の
は
「
有
線
役
務
利
用
放
送
（
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
中
「
同
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
中
「
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
有
線
役
務
利
用
放
送
」
」
の
下
に
「
と
」
を
加
え
る
。

様
式
第
１
別
紙
２
の
１
の
表
中
「変
調

形
式

」
を
「変

調
型

式

」
に
改
め
、
同
表
注

中
「施

設
系

統
図

」
を
「

11

設
備

系
統

図

」
に
改
め
、
同
表
注

中
「強

度
直

接
変

調
方

式

」
を
「光

強
度

直
接

変
調

方
式

」
に
、
「強

度
外

部
19

変
調

方
式

」
を
「光

強
度

外
部

変
調

方
式

」
に
、
「Ｆ

Ｍ
一

括
変

調
方

式

」
を
「Ｆ

Ｍ
一

括
変

換
方

式

」
に
改
め
る

様
式
第
２
の
表
注
２
⑴
中
「登

記
簿

の
謄

本
」
を
「登

記
事

項
証

明
書

」
に
改
め
る
。

別
図
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
図

第
八

（第
27

条
第

1
項

関
係

）

。
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(1
)

六
四

値
直

交
振

幅
変

調
の

場
合
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(2
)

二
五

六
値

直
交

振
幅

変
調

の
場

合



35



36

（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
二
条
の
規
定
は
、
標
準
衛
星
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
、
周
波
数
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
方
式
及
び
振
幅
変
調
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
役
務
利
用
放
送
に
関
す
る
技
術
的
条
件
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
二
条
中
「
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
あ
る
の
は
「
よ

る
有
線
役
務
利
用
放
送
」
と
、
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条

の
六
、
第
二
十
六
条
の
八
か
ら
第
二
十
六
条
の
十
四
ま
で
、
第
二
十
六
条
の
十
八
及
び
第
二
十
六
条
の
二
十
一
の
規

定
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
以
下
「
役
務
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条

、
同
令
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
（
以
下
「
有
テ
レ
法

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
六
、
役
務
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
有

テ
レ
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
八
か
ら
第
二
十
六
条
の
十
ま
で
、
役
務
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六

条
ま
で
、
同
令
第
二
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
有
テ
レ
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
十
八
及
び
役
務

法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
有
テ
レ
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



諮問第１１７７号説明資料 

 

有線テレビジョン放送法施行規則の一部を改正する省令案について 

 

１ 改正の背景 

近年、FTTH を導入するケーブルテレビ事業者が徐々に増加しており、

FTTH では伝送可能な周波数帯が最大で 3,000MHz まで拡大していることから、

これまで周波数や変調方式を変更した上でなければ伝送できなかった BS 放

送等の信号をそのまま伝送する｢BS-IF 等パススルー伝送｣が可能となってい

る。このため、昨年 9 月に情報通信審議会に対し、諮問第 2024 号「ケーブ

ルテレビシステムの技術的条件」について諮問し、平成 19 年（2007 年）3

月 28 日「FTTH 等の伝送帯域の拡大に伴う BS-IF 等パススルー伝送並びに情

報源符号化方式及び伝送路符号化方式の高度化に関する技術的条件」につい

て一部答申を受けたところである。 

これを踏まえ、FTTH 等の伝送帯域の拡大に伴う BS-IF 等パススルー伝送

並びに情報源符号化方式及び伝送路符号化方式の高度化に対応するために技

術基準を見直し、有線テレビジョン放送法施行規則（昭和 47 年郵政省令第

40 号）の一部改正を行うものである。 

 

２ 一部改正の概要 

  別添１のとおり。 

 

３ 意見募集の結果 

  「ケーブルテレビシステムの技術的条件」に係る総務省令の改正等に対す

る意見の募集を平成１９年４月２８日（土）から同年５月２８日（月）まで

実施した結果、１件の賛成及び要望があった。 

  なお、寄せられた意見及び意見に対する考え方は別添２のとおり。 

 

４ その他 

(1) 有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送に適用される

技術基準と同等の基準を定めていることから、有線テレビジョン放送法施行

規則の附則において、電気通信役務利用放送法施行規則の一部改正を実施す

る。 

(2) 関係告示の一部改正を行う。 

 



（ケーブルテレビシステムの伝送帯域拡大
及び大容量化等に関する制度整備）

別添１

有線テレビジョン放送法施行規則の
一部改正について
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１ 情報通信技術分科会答申の概要
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２ 技術的条件の検討

平成１８年９月２８日： 新技術に対応した技術基準の検討に資するため、情報通信審議会に対して「ケーブル

テレビの技術的条件」について諮問

平成１９年３月２８日： 「FTTH等の伝送帯域の拡大に伴うBS-IF等パススルー伝送並びに情報源符号化方式

及び伝送路符号化方式の高度化に関する技術的条件」について一部答申

３ 委員会構成員
主査 後藤 滋樹 早稲田大学理工学部コンピュータ・ネットワーク工学科教授

小倉 紳治 モトローラ㈱代表取締役社長
河村 浩 イッツ・コミュニケーションズ㈱専務取締役

北脇佐和子 日本電気㈱メディア・エネルギーシステム事業部プロジェクトマネー
ジャー

工藤俊一郎 (社)日本民間放送連盟常務理事

酒井 一夫 エルシーブイ㈱取締役技術本部長
野田 勉 日本ケーブルラボ部会担当部長

花澤 隆 日本電信電話㈱第三部門長

福地 一 首都大学東京システムデザイン研究科教授

藤咲 友宏 (社)日本CATV技術協会常任副理事長

本多 美雄 欧州ビジネス協会電気通信機器委員会委員長
松本 修一 ㈱KDDI研究所取締役副所長

右田 誠司 日本放送協会技術局視聴者技術センター長
森本 正 ㈱東海デジタルネットワークセンター常務取締役

山口 舜三 ㈱ジュピターテレコム取締役技術本部長

吉田 健一 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
涌井 裕 ㈱フジクラ取締役専務執行役員

・ FTTHを採用するケーブルテレビ事業者の増加
・ 新しい情報源符号化方式（H.264）を用いた放送

サービスの出現
・ 多チャンネルサービスやブロードバンドサービ

スの進展による伝送容量のひっ迫

・ FTTHのケーブルテレビにおけるBS-IF等
パススルー伝送

・ H.264を用いた放送の伝送
・ 伝送路の大容量化を可能とする新たな伝送方式
などの新技術を採用したケーブルテレビシステムの実現

１ 背景

新技術に対応した有線テレビジョン放送法・新技術に対応した有線テレビジョン放送法・
電気通信役務利用放送法の技術基準が必要電気通信役務利用放送法の技術基準が必要

ケーブルテレビシステムの伝送帯域拡大及び大容量化等に関する技術的条件の検討ケーブルテレビシステムの伝送帯域拡大及び大容量化等に関する技術的条件の検討



《パブリックコメント募集》

《審議経過》

平成１９年２月２日から同年３月５日までの間、ケーブルテレビシステム委員会報
告（案）について、パブリックコメントを募集した。
この結果、意見等の提出はなかった。

以上の期間中において、作業班を５回開催し、詳細な審議を行った。

ケーブルテレビシステム委員会報告ケーブルテレビシステム委員会報告 審議経過等審議経過等

委員会の運営方法、審議方針、検討項目及び審議スケジュール等について審議を行った。
また、審議の促進を図るため、作業班の設置が認められた。

●第１回委員会（平成18年10月16日）

作業班からの中間報告を基に技術的条件について審議を行った。
●第２回委員会（平成18年11月27日）

ケーブルテレビシステム委員会報告（案）について審議を行い、当該報告（案）について、パ
ブリックコメントを募集することとした。

●第３回委員会（平成19年1月30日）

「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち、「FTTHの伝送帯域の拡大に伴うBS-IF等
パススルー伝送並びに情報源符号化方式及び伝送路符号化方式の高度化に関する技術的
条件」の検討を行った。

●第４回委員会（平成19年3月15日）
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・ 光搬送波の条件（CN比）

・ 光波長の間隔

・ 搬送波の周波数
・ 信号搬送波の周波数の許容偏差
・ 信号搬送波のレベルと雑音レベルとの差
等

・ 復調後におけるビット誤り率

ケーブル局

ヘッド
エンド

地上波チューナー

BSチューナー

外部入力

TV

【接続例】

BS-IFパス
スルー伝送

BSチューナー内蔵

BSチューナー非内蔵

BSチューナー内蔵

BS-IF等パススルー伝送について、電気信号及び光信号に係る技術的条件を定めた。
(1) ヘッドエンドの入力端子における技術的条件
(2) 受信者端子における技術的条件
(3) 伝送路の光波長等の技術的条件
(4) V-ONU入出力端子における技術的条件

電気信号に係る技術的条件

光信号に係る技術的条件

V-ONU

STB

(1) ヘッドエンドの入力端子に
おける技術的条件

(2) 受信者端子における技術的条件

(4) V-ONU入出力端子における技術的条件

(3) 伝送路の光波長等の技術的条件

ケーブルテレビシステム委員会報告概要（ケーブルテレビシステム委員会報告概要（BSBS--IFIF等パススルー伝送）等パススルー伝送）
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チャンネル数増大に伴う伝送路内の周波数の
逼迫等により、効率的な伝送を行うため変調
方式の多値化等による伝送路の大容量化が望
まれている。

多チャンネルサービスやブロードバンドサー
ビスの進展により、必要とするチャンネル数
が逼迫してきていることから、伝送路符号化
方式の高能率化による伝送路の大容量化が望
まれている。

ケーブルテレビ局

光ファイバー

変調方式 64QAM

変調方式 256QAM等

② H.264の利用による
高能率圧縮伝送

③ 高能率伝送路符号化方式（256QAM
等）による伝送路の大容量化

情報源符号化方式としてH.264を
用いたHDTVの伝送方式を情報通
信審議会(H18.7.20)で答申。

MPEG-2に比べて高能率圧縮伝送が可
能なH.264による伝送が想定。

光ファイバー又は
同軸ケーブル

縮圧

MPEG-2 フルHDTV1chの
伝送容量：約22Mbps

H.264 フルHDTV1chの
伝送容量：約13Mbps

検討結果 検討結果

H.264の利用について技術的検討を行った結
果、ケーブルテレビにおける利用が可能で
あることを確認した。

256QAMの導入にあたり「信号搬送波等の技術的条
件」等を定めた。
→1024QAM以上の多値化は今後の検討課題

64QAM :約30Mbps

256QAM:約40Mbps

ケーブルテレビシステム委員会報告概要（チャンネル数の増大）ケーブルテレビシステム委員会報告概要（チャンネル数の増大）
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２ 省令改正の概要
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ケーブルテレビにおける新技術の導入の基本的考え方ケーブルテレビにおける新技術の導入の基本的考え方

有線テレビジョン放送法施行規則第２３条の考え方では、「定められた有線放送（※）以外
の電磁波は他の有線放送の受信に障害を与えないものであること」としており、様々な伝送
方式は排除されない。

定められた有線放送？

YN

技術基準への適合？
他の有線放送の受信に

障害を与えない？
不許可

NN

Y
許可

Y

※２３条第１項に定める放送方式による有線テレビジョン放送

申請

Y 必要となれば情報通信審議会へ
の諮問を行い、新たな放送方式の

技術基準を策定、制度化。
役務法第１７条において同様の考え方を踏襲。

許可

放送方式が一般化され、
許可件数が増加？

申請処理

標準デジタルテレビジョン放送方式デジタル有線テレビジョン放送方式

振幅変調高精細度テレビジョン放送方式周波数変調高精細度テレビジョン放送方式

標準衛星テレビジョン放送方式標準テレビジョン放送方式

23条に新たな

放送方式を
追加
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ヘッドエンド設備

クロージャ

光ケーブル

受信者端子

光信号の
引込口

V-ONU

有線テレビジョン放
送のために電磁波
を増幅し、調整し、
変換し、切替え又
は混合して線路に
送出する装置

伝送路性能(22条～25条)有
テ
レ
法
施
行
規
則

受信レベル

（18条）

ヘッドエンド特性
（21条）

使用する光の波長（22条）

使用する電磁波（23条）

受信者端子間分離度（24条）

電圧定在波比（25条）

搬送波の条件等（26条の2～21）

26条の6～7ＢＳアナログ放送

26条の8～10MUSE-FM

26条の11～14MUSE-AM

26条の14の2～26条の18デジタル有線TV

26条の18の2～26条の21地上デジタル放送

26条の2～5地上アナログ放送

（放送方式毎の規定の詳細）

光信号を電気信号
に変換する装置

有テレ法及び役務法における技術基準有テレ法及び役務法における技術基準

伝送路系

（FTTHの場合）

（HFCの場合）
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有線テレビジョン放送法施行規則関係の一部改正概要①有線テレビジョン放送法施行規則関係の一部改正概要①

① BS-IF等のパス
スルー伝送

② H.264の利用による
高能率圧縮伝送

③ 256QAMによる伝送
路の大容量化

情報通信技術分科会一部答申（H19.3.28）の項目

Ⅰ-② BSデジタルIFパススルー伝送
Ⅰ-③ 広帯域CSデジタルIFパススルー伝送

放送方式を追加

Ⅳ 有線テレビジョン放送の受信に検知される影響を与えない技術的条件（平成１３
年告示第１３０号）について、従来まで９０MHzから７７０MHzまでの有線テレビ
ジョン放送方式までだったものを、以上の放送方式についても適用

Ⅴ 光波長多重を行う場合の規定を明確化（光波長が相互に影響を与えないこと）

Ⅵ アナログハイビジョン放送（BS9ch）の放送終了（平成19年11月末まで）に伴い
MUSE-FM及びMUSE-AMの放送方式に係る規定を削除

Ⅱ 情報源符号化方式について従来
までのMPEG-2にH.264を追加

Ⅲ 伝送路符号化方式について従来
までの64QAMに256QAMを追加

その他の改正事項

有線テレビジョン放送法施行規則及び電気通信役務利用放送法施行規則等の一部改正

Ⅰ-① BSアナログ放送の光信号に係る技術的条
件の追加

BSアナログ放送の変更 デジタル有線テレビジョン放送方式の変更
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有線テレビジョン放送法施行規則関係の一部改正概要②有線テレビジョン放送法施行規則関係の一部改正概要②

《放送方式の追加又は削除》

広帯域CS

BSデジタル

地上デジタル

トラモジ

MUSE-AM

MUSE-FM

BSアナログ

地上アナログ

略称

広帯域伝送デジタル放送方式

制定時期放送方式

平成８年デジタル有線テレビジョン放送方式

平成11年標準デジタルテレビジョン放送方式

昭和47年標準テレビジョン放送方式

昭和63年標準衛星テレビジョン放送方式

平成３年周波数変調高精細度テレビジョン放送方式

平成６年振幅変調高精細度テレビジョン放送方式

標準衛星デジタルテレビジョン放送方式

平成19年11月末まで（放送終了は
平成19年9月末）にBSアナログハ
イビジョン放送が終了することか
らこれらの放送方式も併せて削除

今回、これらの２つの

放送方式を追加

BSデジタル放送及び広帯域CSデジタル放送をパススルー伝送する場合の技術基準を策定

平成１９年１０月１日から施行（BSアナログハイビジョン放送については、11月末までの

所要の経過措置を規定。）

東経110度衛星放送周波数配列

BSアナログ放送

BSデジタル放送

CS右旋円偏波：JCSAT

CS右旋円偏波：SCC

40MHz ＣＳ右旋円偏波
11.7GHz

38.36MHz

ND

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

11.72748GHz

12.291GHz 12.731GHz

21 3 75 9 11 1513

東経110度
CSデジタル放送平成19年11月末までにBSアナログハイビジョン放送

が終了し、その後デジタル放送が開始される予定

《省令等の施行日》
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省令及び告示の改正条項等の概要（省令及び告示の改正条項等の概要（BSBS--IFIF等パススルー伝送）等パススルー伝送）

Ⅰ BS-IF等パススルー伝送の方式の追加関連

① BSアナログ放送（既存）

第22条

第22条

役務条項

光信号で規定する場合の規定を追加信号搬送波の条件新規第26条の7第2項

使用する周波数を3波に限定搬送波の周波数改正第26条の6

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

② BSデジタル放送のパススルー伝送の伝送方式追加

既存の放送方式と同等の規定を追加信号搬送波等の条件新規第23条※３第26条の10※２

（有テレ読み替え）

第23条

第23条

第17条第1項第3号

役務条項

既存の放送方式と同等の規定を追加信号搬送波等の条件新規別図第４

既存の放送方式と同等の規定を追加搬送波の周波数新規第26条の9第1項

既存の放送方式と同等の規定を追加入力信号の条件新規第26条の8※１

BSデジタル放送の放送方式を追加使用する電磁波の条件新規第23条第1項第3号

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

③ 広帯域CSデジタル放送のパススルー伝送の伝送方式追加

第23条

第17条第1項第4号

役務条項

既存の放送方式と同等の規定を追加搬送波の周波数新規第26条の9第2項

広帯域CSデジタル放送の放送方式を追加使用する電磁波の条件新規第23条第1項第4号

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

その他、入力信号の条件等については、②と同様。

※２ 関連して平成17年告示1292号を一部改正

※３ 平成17年告示1292号において役務法施行規則23条を準用する場合を含むため追加の改正は不要

※１ 関連して平成15年告示468号を一部改正
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《有線テレビジョン放送法施行規則》
第二十三条
五 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式（第二十六条の十六第三項及び第四項に規定する
信号により搬送波を変調する方式をいう。以下同じ。）となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの
周波数を使用する有線テレビジョン放送

第二十六条の十六
３ 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送のうちデジタル放送を行うための搬
送波を変調する信号（以下「伝送信号」という。）は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 誤り訂正方式は、デジタル放送の標準方式第四十条第二項 に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
二 デジタル放送の標準方式第三条、第四条又は第五十条、第五条から第八条まで、第十六条又は第四十三条、第二十一条

第一項又は第四十二条、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条の技術的条件に適合するものであること。

映像信号の標本化及び量子化第２１条第２項から第４項

ＹＵＶ４２２（映像信号の色空間）第２１条第１項又は第４２条

内容条文

音声信号の標本化及び量子化第７条

スクランブル等第８条

ＭＰＥＧ－２Ｓｙｓｔｅｍｓ第３条

ＭＰＥＧ－２（Ｈ．２６２）又はＨ．２６４第４条又は第５０条

ＡＡＣ音声第５条

データ信号及びメタデータ信号の符号化方式等第６条

ＢＣ音声第４１条

緊急警報信号第１６条又は第４３条

これらの条文の内容は
右表のとおり

ケーブルテレビにおいて
H.264の追加については
技術的な問題はなく、第
50条を追加することによ
り、H.264の適用が可能
となる。

第27条
第3項第2号

役務条項

デジタル有線テレビジョン放送方式の映像符号化
方式について、H.264を追加する。

搬送波の変調等改正第26条の16
第3項第2号

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

省令及び告示の改正条項等の概要（省令及び告示の改正条項等の概要（H.264H.264の適用）の適用）

Ⅱ H.264の適用関連
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Ⅲ 256QAMの追加関連

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波等の条件改正(有テレ読み替え)別図第14、第15

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波の変調等改正別図第8別図第11

第29条

第28条

第28条※4

第27条(※2)第1項

役務条項

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波等の条件改正第26条の21第2項
第3号

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波等の条件改正第26条の18第1項

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波等の条件改正第26条の17第1項※3

変調方式が256QAMの場合を追加搬送波の変調等改正第26条の16(※1)
第1項

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

※１ 第26条の16第3項第3号の規定に基づく平成14年告示第419号を併せて改正

※２ 第27条第3項第3号の規定に基づくH14告示第421号（H14告示第419号の読み替え）のため改正は不要

※３ 関連して平成17年告示1292号を一部改正

※４ 平成17年告示1292号において役務法23条を準用する場合を含むため追加の改正は不要

省令及び告示の改正条項等の概要（省令及び告示の改正条項等の概要（256QAM256QAMの追加）の追加）



14

省令及び告示の改正条項等の概要（光の波長及び電磁波の条件）

Ⅴ 光の波長に係る規定の追加

第16条の2第2項

役務条項

光波長多重する場合の規定を
追加

使用する光の波長改正第22条第2項

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

第17条第2項※２

役務条項

従来まで90MHzから770MHzまで
の放送に限っていた技術的条
件について、BS-IF等パスス
ルー伝送（1.0～2.1GHz帯）を
追加

使用する電磁波の
条件

改正第23条第2項※１

内容規定の概要新規or改正有テレ条項

Ⅳ 電磁波の条件に係る規定の改正

※１ 平成13年告示130号「有線テレビジョン放送の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件」を一部改正

※２ 平成14年告示第42号「有線役務利用放送の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件」を一部改正
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BSアナログハイビジョン放送（BS9ch）は、平成19年11月30日までに限られていることから、

有線テレビジョン放送法施行規則及び電気通信役務利用放送法施行規則においても、該
当する以下の条項を削除又は一部改正することとし、附則において、経過措置を定めるこ
ととする。

Ⅵ BSアナログハイビジョン放送（BS9ch）の終了に伴う措置

省令及び告示の改正条項等の概要（省令及び告示の改正条項等の概要（BS9chBS9chの終了）の終了）

【有線テレビビジョン放送法施行規則関係】

第26条の8～第26条の14
第26条の18第2項及び第3項
第26条の21第2項及び第3項
別図第4～別図第10、別図第16、第19

【有線テレビビジョン放送法施行規則関係】

第18条第3項
第23条第1項
平成13年告示第130号

【電気通信役務利用放送法施行規則関係】

第17条第1項
平成14年告示第42号

【電気通信役務利用放送法施行規則関係】

第２４条、第２５条から第２６条の２

削除する条文等

一部改正する条文等
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BSBSアナログハイビジョン放送（アナログハイビジョン放送（BS9chBS9ch）の終了に伴う措置）の終了に伴う措置（参考）（参考）

○放送普及基本計画（昭和６３年郵政省告示第６６０号）

○放送用周波数使用計画（昭和６３年郵政省告示第６６１号）

・デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送については平成１９年に終了すること。
‥‥‥ 第１-１(1)イ(ｱ)(A)

BSアナログハイビジョン放送（BS9ch） ＝ デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放送

・高精細度テレビジョン放送（衛星系）による国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数等

（注２）この周波数（チャンネル番号）の使用は、平成19年11月30日までに限る。

0.12９東経110度（放送衛星業務用の周波数を使用し
て国内放送を行う衛星）

全国

空中線電力

（ｋＷ）

周波数

（チャンネル番号）

送信場所

（人工衛星）

放送対象地域

放送普及基本計画（放送法関係告示）及び放送用周波数使用計画（電波法関係告示）に基づき、アナログハ
イビジョン放送は２００７年（平成１９年）１１月３０日までに終了。
なお、ＮＨＫのＢＳアナログハイビジョン（ＢＳ９チャンネル）放送番組は２００７年９月３０日に終了予定。

○有線テレビジョン放送法施行規則 （有線テレビで送信する場合の方式）

第四款 周波数変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件

第五款 振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件

削
除

経過
措置

附則
標準衛星テレビジョン放送方式、周波数変調高精細度テレビジョン放送方式及び振幅変調高精細度テレビジョ

ン放送方式による有線テレビジョン放送に関する技術的条件は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十
八条、第二十三条、第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十四まで、第二十六条の十八及び第二十
六条の二十一の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。



別添２ 
 
「有線テレビジョン放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募

集」に寄せられた意見及び意見に対する考え方 
 

ご意見 回答 
当社は、FTTH 等の伝送帯域の拡大に伴う

BS-IF 等パススルー伝送並びに情報源符号

化方式及び伝送路符号化方式の高度化のた

めの関連省令案等の改正について、今後の

有線放送の普及・発展に資するものとし

て、賛成いたします。 

本件省令案等をご支持いただくご意見とし

て承ります。 

但し、今回の改正は、「ケーブルテレビシ

ステム委員会」報告書を踏まえたものであ

るとされていますが、同報告書にて今後の

検討課題とされた FM 一括変換方式による

BS-IF 等パススルー伝送に関する技術的条

件と、多値 QAM 変調方式（２５６ＱＡ

Ｍ）に関する技術的条件等（誤り訂正方

式）につきましても、早期の課題解決と制

度化を希望します。 

また、情報通信審議会諮問第 2024 号「ケ

ーブルテレビシステム委員会」の報告のう

ち、今後の検討課題となった事項につきま

しては、技術動向等を踏まえ、引き続き検

討することとしています。 

また、映像符号化方式が高効率化する反面

で、伝送路における周波数帯域を有効的か

つ効率的な利用とするために、一の２５６

ＱＡＭ変調波で伝達する情報量が、今回追

加する方式に基づく情報ビットレートを超

える場合でも、その性能が一定の水準を満

たす場合には個別に審査して判断いただき

ますよう希望します。 

なお、標準的な伝送方式として省令等で規

定されていない方式を利用する場合であっ

ても、従来から個別審査により対応してお

りますので、念のため申し添えます。 

意見提出者：株式会社オプティキャスト 
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制
御
信
号
の
変
更
を
行
う
場
合
に
、
伝
送
制
御
信
号
に
よ
り
伝
送
さ
れ
る
記
述
子

の
構
成
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

菅

義
偉

別
記
第
１
注
９
中
「六

十
四

」
を
「六
四

」
に
改
め
、
「直

交
振

幅
変

調
方

式

」
の
次
に
「

、
0
x
0
5
が

二
五

六
値

直

交
振

幅
変

調
方

式

」
を
加
え
、
同
別
記
注

中
「３

桁

」
を
「４

桁

」
に
改
め
る
。

10

別
記
第
２
注

中
「六

十
四

」
を
「六

四

」
に
改
め
、
「直

交
振

幅
変

調
方

式

」
の
次
に
「

、
0
x
0
5
が

二
五

六
値

直

10

交
振

幅
変

調
方

式

」
を
加
え
る
。

参
考
資
料
５







○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
第
二
十
六
条
の
八
（
電
気
通
信
役

務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
八
号
（
ビ
ッ
ト
誤
り
率
の
値
を
適
用
す
る
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の

主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
の
箇
所
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
務
大
臣 

菅 
 

義
偉 

 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
第
二
十
六
条
の
八
（
電
気
通
信
役

務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
の
値
を
適
用
す
る
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
の
主
た
る
機
器
の
入
力
端
子
の
箇
所
は
、
別
図
に
示
す
箇

所
と
す
る
。 

 参
考
資
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 2

別図 ヘッドエンドの主たる機器の入力端子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 ビット誤り率の値を適用するヘッドエンドの主たる機器の入力端子は、複数

の入力系統があるため、それぞれの入力系統ごとに次の箇所とする。 

系統１ 混合器のみを使用する場合は、混合器の入力端子とする。 

系統２ 受信増幅器と混合器を縦続接続して使用する場合は、混合器の入力端

子とする。 

系統３ 受信増幅器、周波数変換器と混合器を縦続接続して使用する場合は、

混合器の入力端子とする。 

系統４ チューナー、変調器と混合器を縦続接続して使用する場合は、チュー

ナーの入力端子とする。 

系統５ 変調器と混合器を縦続接続して使用する場合は、変調器の入力端子と

する。 

系統６ 光受信器と混合器を縦続接続して使用する場合は、混合器の入力端子

とする。 

系統７ 光受信器、変調器と混合器を縦続接続して使用する場合は、変調器の

入力端子とする。 

受信増幅器

受信増幅器 周波数変換器

変調器 チューナー

変調器 

変調器 

光受信器 

光受信器 

混 

合 

器 

入力端子 

入力端子 

入力端子 

入力端子 

入力端子 

入力端子

入力端子

系統１ 

系統２ 

系統３ 

系統４ 

系統５ 

系統６ 

系統７ 



○
総
務
省
告
示
第

号

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則（

昭
和
四
十
七
年
郵
政
省
令
第
四
十
号）

第
二
十
六
条
の
四
第
二
項（

電
気

通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則（

平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号）

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む。

）

第
二
十
六
条
の
十
第
二
項（

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

、

を
含
む。

）

第
二
十
六
条
の
十
七
第
二
項（

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

、

る
場
合
を
含
む。

）
及
び
第
二
十
六
条
の
二
十
第
二
項（

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
基
づ
き

平
成
十
七
年
総
務
省
告
示
第
千
二
百
九
十
二
号（

有
線
テ
レ
ビ
ジ

、

ョ
ン
放
送
等
に
お
け
る
搬
送
波
の
レ
ベ
ル
と
雑
音
の
レ
ベ
ル
と
の
差
の
算
出
方
法
を
定
め
る
件）

の
全
部
を
次
の
と
お

り
改
正
し

平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る。

、

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

菅

義
偉

一
光

強
度

変
調

方
式

を
用

い
た

場
合

の
搬

送
波

の
レ

ベ
ル

（
有

線
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
法

施
行

規
則

（
昭

和
四

十
七

年
郵

政
省

令
第

四
十

号
）

第
二

十
六

条
の

四
第

二
項

に
つ

い
て

は
、

映
像

信
号

搬
送

波
の

レ
ベ

ル
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
と

雑
音

の
レ

ベ
ル

と
の

差
は

、
次

の
式

に
よ

り
算

出
し

、
そ

の
結

果
を

搬
送

波
の

レ
ベ

ル
を

減
数

と
し

て
表

す
値

に
換

算
す

る
も

の
と

す
る

。

参
考
資
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こ
の

式
に

お
い

て
、

Ｃ
/
Ｎ
、

Ｂ
Ｎ、

ｍ
、

Ｒ
、

Ｒ
ＩＮ

、
e
、

Ｉ
ｄ
０、

Ｉ
ｅ
ｑ及

び
Ｐ

ｒは
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

数
値

を
表

す
も

の

と
す

る
。

Ｃ
/
Ｎ
：

当
該

搬
送

波
の

搬
送

波
の

レ
ベ

ル
と

雑
音

の
レ

ベ
ル

と
の

差

Ｂ
Ｎ

：
雑

音
帯

域
幅

で
あ

り
、

代
入

値
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
4
.
0
×

1
0

6
[
H
z
]

標
準

衛
星

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
2
7
×

1
0

6
[
H
z
]

標
準

衛
星

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

又
は

広
帯

域
伝

送
デ

ジ
タ

ル
放

送
方

式
：

2
8
.
8
6
×

1
0

6
[
H
z
]

デ
ジ

タ
ル

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
5
.
3
×

1
0

6
[
H
z
]

標
準

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
5
.
6
×

1
0

6
[
H
z
]

ｍ
：

当
該

搬
送

波
の

光
変

調
度

Ｒ
：

受
光

素
子

の
光

か
ら

電
気

へ
の

変
換

効
率

[
A
/
W
]

Ｒ
ＩＮ

：
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

入
力

信
号

光
の

相
対

強
度

雑
音

で
あ

り
、

測
定

結
果

又
は

第
三

項
に

定
め

る
算

出

方
法

に
よ

り
求

め
た

値
を

代
入

す
る

も
の

と
す

る
。

[
1
/
H
z
]
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2 1

10
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log

10
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eq
r

d
r

r

N
I

P
R

I
e

P
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R
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B
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C
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10
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1
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d
r
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N
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P
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I
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P
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R
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B
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]



e
：

電
子

素
量

で
あ

り
、

代
入

値
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

1
.
6
0
2
×

1
0

-
1
9
[
C
]

Ｉ
ｄ
０

：
受

光
素

子
の

暗
電

流
[
A
]

Ｉ
ｅ
ｑ

：
受

光
部

の
入

力
換

算
雑

音
[
A
/

]

Ｐ
ｒ

：
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

受
光

電
力

で
あ

り
、

受
信

用
光

伝
送

装
置

の
入

力
端

子
に

接
続

さ
れ

る
光

フ
ァ

イ

バ
か

ら
の

出
力

電
力

を
測

定
し

た
値

又
は

当
該

出
力

電
力

を
光

送
信

機
の

出
力

電
力

を
基

に
光

送
信

機
か

ら
受

信
用

光
伝

送
装

置
ま

で
の

間
に

介
在

す
る

機
器

に
よ

る
利

得
及

び
損

失
を

考
慮

し
て

算
出

し
た

値

（
い

ず
れ

も
ｄ

Ｂ
単

位
の

場
合

は
真

数
に

換
算

）
を

代
入

す
る

も
の

と
し

、
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

入
力

端
子

と
受

光
素

子
の

間
に

Ｗ
Ｄ

Ｍ
フ

ィ
ル

タ
を

使
用

す
る

場
合

は
、

そ
の

損
失

分
（

ｄ
Ｂ

単
位

の
場

合
は

真
数

に
換

算
）

を
除

し
た

値
を

用
い

る
こ

と
。

上
記

の
規

定
に

よ
り

代
入

す
る

値
は

、
次

の
搬

送
波

（
標

準
衛

星
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送
方

式
、

標
準

衛
星

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

又
は

広
帯

域
伝

送
デ

ジ
タ

ル
放

送
方

式
の

搬
送

を
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
条

件
を

満
た

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

[
W
]

ア
ナ

ロ
グ

搬
送

波
が

1
0
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
超

え
る

施
設

の
場

合
：

1
.
5
8
×

1
0

-
4以

上
[
W
]

す
べ

て
の

搬
送

波
が

デ
ジ

タ
ル

搬
送

波
で

あ
る

施
設

の
場

合
：

6
.
3
×

1
0

-
5以

上
[
W
]

H
z



ア
ナ

ロ
グ

搬
送

波
が

1
0
チ

ャ
ン

ネ
ル

以
下

の
施

設
の

場
合

：
6
.
3
×

1
0

-
5以

上
[
W
]

た
だ

し
、

最
低

受
光

電
力

が
こ

れ
ら

の
値

以
下

の
受

信
用

光
伝

送
装

置
を

用
い

る
場

合
は

、
光

フ
ァ

イ

バ
の

出
力

電
力

は
当

該
最

低
受

光
電

力
の

値
以

上
で

あ
る

こ
と

。

二
Ｆ

Ｍ
一

括
変

換
方

式
を

用
い

た
場

合
の

搬
送

波
の

レ
ベ

ル
と

雑
音

の
レ

ベ
ル

と
の

差
は

、
次

の
式

に
よ

り
算

出

し
、

そ
の

結
果

を
搬

送
波

の
レ

ベ
ル

を
減

数
と

し
て

表
す

値
に

換
算

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

式
に

お
い

て
、

Ｃ
/
Ｎ
、

、
Ｂ

Ｎ、
、

及
び

Ｃ
/
Ｎ

Ｏ
Ｎ
Ｕは

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
数

値
を

表
す

も

の
と

す
る

。

Ｃ
/
Ｎ

：
当

該
搬

送
波

の
搬

送
波

の
レ

ベ
ル

と
雑

音
の

レ
ベ

ル
と

の
差

：
当

該
搬

送
波

の
搬

送
波

周
波

数
[
M
H
z
]

Ｂ
Ｎ

：
雑

音
帯

域
幅

で
あ

り
、

代
入

値
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

標
準

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
4
.
0
×

1
0

6
[
H
z
]

デ
ジ

タ
ル

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
5
.
3
×

1
0

6
[
H
z
]

標
準

デ
ジ

タ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

方
式

：
5
.
6
×

1
0

6
[
H
z
]
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:
当

該
搬

送
波

の
周

波
数

偏
移

量
[
M
H
z

0
-
p/
c
h
]

:
当

該
搬

送
波

に
影

響
を

及
ぼ

す
Ｆ

Ｍ
変

調
器

の
単

位
周

波
数

幅
当

た
り

の
雑

音
特

性
[
1
/
H
z

-
1]

Ｃ
/
Ｎ

Ｏ
Ｎ
Ｕ

:
Ｆ

Ｍ
伝

送
区

間
の

単
位

周
波

数
幅

当
た

り
の

雑
音

特
性

で
あ

り
、

次
の

式
に

よ
り

算
出

す
る

こ
と

。

こ
の

式
に

お
い

て
、

ｍ
、

Ｒ
、

Ｒ
ＩＮ

、
ｅ

、
Ｉ
ｄ
０、

Ｉ
ｅ
ｑ及

び
Ｐ

ｒは
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

数
値

を
表

す
も

の
と

す
る

。

ｍ
:
Ｆ

Ｍ
一

括
変

換
信

号
の

光
変

調
度

Ｒ
:
受

光
素

子
の

光
か

ら
電

気
へ

の
変

換
効

率
[
A
/
W
]

Ｒ
ＩＮ

:
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

入
力

信
号

光
の

相
対

強
度

雑
音

で
あ

り
、

測
定

結
果

又
は

第
三

項
に

定

め
る

算
出

方
法

に
よ

り
求

め
た

値
を

代
入

す
る

も
の

と
す

る
。

[
1
/
H
z
]

ｅ
:
電

子
素

量
で

あ
り

、
代

入
値

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

1
.
6
0
2
×

1
0

-
1
9
[
C
]

Ｉ
ｄ
０

:
受

光
素

子
の

暗
電

流
[
A
]

Ｉ
ｅ
ｑ

:
受

光
部

の
入

力
換

算
雑

音
[
A
/

]
H

z

)
(

/
m

o
d

f
N

C

)
(

f
F

Δ

(
)

(
)

(
)

2
0

2

2
2 1

2
/

eq
r

d
r

r
O

N
U

I
P

R
I

e
P

R
RIN

P
R

m
N

C
+

⋅
+

⋅
⋅

+
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

=
[
1
/
H
z
-
1]

(
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(
)

(
)

2
0
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2
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2
/

eq
r

d
r

r
O

N
U

I
P

R
I

e
P

R
RIN

P
R

m
N

C
+

⋅
+

⋅
⋅

+
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

=
[
1
/
H
z
-
1]



Ｐ
ｒ

:
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

受
光

電
力

で
あ

り
、

受
信

用
光

伝
送

装
置

の
入

力
端

子
に

接
続

さ
れ

る

光
フ

ァ
イ

バ
か

ら
の

出
力

電
力

を
測

定
し

た
値

又
は

当
該

出
力

電
力

を
光

送
信

機
の

出
力

電
力

を
基

に
光

送
信

機
か

ら
受

信
用

光
伝

送
装

置
ま

で
の

間
に

介
在

す
る

機
器

に
よ

る
利

得
及

び
損

失
を

考
慮

し
て

算
出

し
た

値
（

い
ず

れ
も

ｄ
Ｂ

単
位

の
場

合
は

真
数

に
換

算
）

を
代

入
す

る
も

の
と

し
、

受
信

用
光

伝
送

装
置

の
入

力
端

子
と

受
光

素
子

の
間

に
Ｗ

Ｄ
Ｍ

フ
ィ

ル
タ

を
使

用
す

る
場

合
は

、
そ

の
損

失
分

（
ｄ

Ｂ
単

位
の

場
合

は
真

数
に

換
算

）
を

除
し

た
値

を
用

い
る

こ

と
。

上
記

の
規

定
に

よ
り

代
入

す
る

値
は

、
次

の
条

件
を

満
た

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

[
W
]

ア
ナ

ロ
グ

搬
送

波
が

1
0
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
超

え
る

施
設

の
場

合
：

6
.
3
×

1
0

-
5以

上
[
W
]

す
べ

て
の

搬
送

波
が

デ
ジ

タ
ル

搬
送

波
で

あ
る

施
設

の
場

合
：

3
.
1
6
×

1
0

-
5以

上
[
W
]

ア
ナ

ロ
グ

搬
送

波
が

1
0
チ

ャ
ン

ネ
ル

以
下

の
施

設
の

場
合

：
3
.
1
6
×

1
0

-
5以

上
[
W
]

た
だ

し
、

最
低

受
光

電
力

が
こ

れ
ら

の
値

以
下

の
受

信
用

光
伝

送
装

置
を

用
い

る
場

合
は

、
光

フ
ァ

イ
バ

の
出

力
電

力
は

当
該

最
低

受
光

電
力

の
値

以
上

で
あ

る
こ

と
。

三
第

一
項

又
は

前
項

に
お

い
て

用
い

る
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

入
力

信
号

光
の

相
対

強
度

雑
音

は
、

次
の

式
に

よ
り

算
出

す
る

こ
と

。



こ
の

式
に

お
い

て
、

Ｒ
ＩＮ

、
、

Ｅ
、

Ｎ
、

及
び

は
、

そ
れ

ぞ
れ

次
の

数
値

を
表

す
も

の
と

す
る

。

Ｒ
ＩＮ

：
受

信
用

光
伝

送
装

置
の

入
力

信
号

光
の

相
対

強
度

雑
音

[
1
/
H
z
]

：
光

送
信

機
出

力
光

の
相

対
強

度
雑

音
[
1
/
H
z
]

Ｅ
：

フ
ォ

ト
ン

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

あ
り

、
代

入
値

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

1
.
2
7
8
×

1
0

-
1
6

[
m
J
]

Ｎ
：

最
終

光
増

幅
器

ま
で

の
光

増
幅

器
の

段
数

[
台

]

：
段

目
の

光
増

幅
器

の
雑

音
指

数
（

真
数

）

：
段

目
の

光
増

幅
器

の
入

力
光

電
力

[
m
W
]

k
N

F
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P
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Tx
R

INk
N

Fk
P

kk

Tx

Nk
k

k
RIN

P
N

F
E
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+
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⋅

=∑
=1 2

[
1
/
H
z
]

Tx
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k

k
RIN

P
N

F
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⋅
⋅

=∑
=1 2

[
1
/
H
z
]



1

○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
十
二
号
（
有
線
役
務
利
用
放
送
の
受
信
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
検
知
さ
れ
な
い
た
め

の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

菅

義
偉

「
別
図
第
二
号
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
」
と
」
の
下
に
「

、
別
図
第
七
号
か
ら
別
図
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
「有

線
テ

レ
ビ

ジ
ョ

ン
放

送

（
」
と
あ
る
の
は
「有

線
役

務
利

用
放

送

（
」
と
」
を
加
え
る
。
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